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要 旨

幕 藩体 制下 の手 良 郷 は,幕 府 領 の 榑 木成 村 で あ っ たが,用 材 林 は な く,田 畑 の肥 料 源 と して の

林 野 利用 を 中心 に して い た 。林 野 所 持 の形 態 は,6力 村 入 会地 の他 に,持 分 化 した 「内 山.が あ

った 。 この持 分 化 は,持 主 に よ る優 先 的 な 利 用 と林 野 の売 渡 しゃ 質 入 を 認 め る もの で は あ った が,

必 ず し も排 他 的 な利 用 で は な く,夏 以 後,秣 草 な どの入 会 的な 利 用 を 許 して きた 。 手 良 郷 で は,

持 分 化 さ れ た林 野へ の入 会 の権 利 を め ぐって 様 々な論 争 が 展 開 さ れ る。

は じ め に

延 宝年 間 の 御 裁 許 ・御 墨 引 に よ り 沢 山 の6力 村 入 会 の 境 界 と入 会 利 用 の 内容 が確 定 し,「 山

元 、・「入方 」 関 係が 確 立 した 。 「山(エラ)元、3力 村 と して 登 場 す る野 口村,中 坪 村 お よ び下 寺 村 は,

同 じ山論 文書 に登 場 す る八 ツ手 村 と共 に,手 良郷(又 は単 に 「手 良.)と 呼 ば れ て来 た 。林 野 利

用 に 関す る 「山元.3力 村 とい う ま と ま りは,あ くま で 「入 方.3力 村 と対 峙 す る沢 山6力 村 入

会地 に 関 して 見 られ る もので あ り,6力 村入 会地 に続 く村 地 内 の林 野 利 用 に 関 して は鋭 い 対 立 が

生 じ,山 論 を重 ねて い る。

本 報 告 で は,ま ず 最 初 に,手 良 郷 の幕 藩 体 制 の下 にお け る幕 府 領 として の 位 置 付 け を試 み,次

い で,各 種 の文 書 中 に見 ら れ る 手良郷 の林 野 所 持 の形 態 を,野 口村 と八 ッ手 村 を例 に 明 らか に し

て み た い 。 さ ら に,御 墨 引で 確 定 した6力 村 入 会地 の外 に あ る,村 の 「内 山.に 目を 向 け,「 内

山Jに 関す る 争論 を 追 って み た い 。 紹 介す る山論 は,荒 倉 山論 と穴 ケ沢 山論 で あ る 。 前 者 は,

「山元
.3力 村 内 で の沢 山御 裁 許 の解 釈 と 「内 山.利 用 を め ぐる争 い で あ り,入 会 の権 利 そ の も

の の 存否 を争 って い る。 後 者 は,永 代 譲 りに 出 さ れ た個 人 持 山 の請 戻 し 山論 に,「 山元.と 「里

方Jと の 関係 がか らん だ も ので あ る。
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注1)弾 塚邦武,入 会澤 山の 山論 と其後,伊 那路,VoL.7,No.6,1963,

拙稿,上 伊那地方 にお ける林野利用 の史 的研究 その1,手 良沢山山論の展 開,京 都大学演習林報告47号,

1975,120

なお,こ の手良沢 山山論については既 に,伊 邦市福島の弾塚邦武氏が書 いてお られ ること,前 報告に

診い て,不 覚に も見のが していたこ とを,こ こでお詫び して訟 きたい。

第1章 幕 府 領 と して の 手 良 郷

い わ ゆ る 「太 閣 検 地.が 行 な わ れ た天 正19年(1590年)前 後 に は,野 口,中 坪,下 寺 の3力 村

構 成 で,一 括 して 毛 利 秀 頼 の支 配 の 下,箕 輪 領 に含 ま れて いた 。 関(コ)ケ原 の戦 い の翌 年,慶 長6年

(1601年)に は,下 寺 村 か ら,八 ッ手村 が分 け ら れ,下 寺 村 は,当 時 の飯 田城 主 小 笠 原 秀 政 の知

行 所 とな る 。一 方,野 口村,中 坪 村 お よ び八 ッ手 村 は,徳 川 家 康 の 蔵 入 地 とな り,手 良 郷 は,藩

領(私 領)と 幕 府 領(「 御 料 」)に 支 配 が分 れ る(の)。

「古代領主井御榑木の事J

- 、慶長六丑年,野 口村,中 坪村ニ カ村 二成ル,下 寺村,八 手村ニカ村二成ル,下 寺村ハ小笠原兵部少輔

知行 二成ル,野 口村,中 坪村,八 手村,駿 河大納言家康卿御料地二成ル,右 三力村榑木成村二被仰

付,御 代 々御榑木村也。

慶長六年β

駿河大納言様御名代 市 川主計 朝 日受永

右両人 ニテ御勤被遊候。

下 寺 村 は,そ の後,藩 領 → 幕 府 直 轄領(代 官所 支 配 地)→ 幕 府 旗 本 領 と変 遷 を重 ね るが,野(の)口,

中坪,八 ッ手3力 村 は,幕 府 直 轄地 と して幕 末 まで 続 いた 。 慶 長8年(1603年)以 後 は,朝 日受

永 の跡 を 引継 ぎ,干 村 平 右衛 門 が蔵 入 地 を支 配 して い る。

徳 川 家 康 が,伊 那 郡 の中 に蔵 入地 を設 け た の は,木 材 供 給地 と して の 価値 に よ る もの と考 え ら

れ るが,野 口,中 坪,八 ッ手3力 村 の 場 合,「 榑 木 成 村.の 意 味 は,故 平 沢 清 人氏 らが指 摘 す る

よ うに,年(り)貢を 榑 木 で 支 払 う とい う木 年 貢 で はな く,ま た,小 物成 と して榑 木 を 出す とい うこ と

で もな く,実 際 に は,米 高 を榑 木 高 に換 算 し,さ らに,金 高 に 換 算 して 納 め る も の で あ っ た(の)。

(野 口村 の場 合,元 和7年(1621年)に は,す で に 金 納 で あ った こ とが 知 ら れて い る。(らラ))

寛 永18年(1641年)に 千 村平 右 衛 門が 幕 府 勘 定 方 へ 差 出 した 文書 に お い て,手(アラ)良3力村 は 「三

輪 三 力村.と して,「 此 村 天 流 川 はた 汐 壱 里 山方 二有 之在 所,南 ハ鳥 居 主 膳 知 行 所,西 ハ 壱 里 四

方 の芝 原,是 ハ 鳥 居 主 膳 領 分,北 ハ脇 坂 淡 路 知 行 天 流 川 切 リ,東 ハ 薪 山,黍,木 も少 御 座 候,此

山諏 訪 郡 へ の 山っ づ き也,右 三 ヵ 所 ハ村 っづ き二て 御 座 候 間,郷 帳 ニ ハ如 此 三 力村 之 石 高 一 く く

り二仕 上 申候,米 成 之 村 こて御 座候 へ共 榑 木 ヲ調 御 勘 定 伝 候.と 説 明 さ れ て お り,「 薪 山.や

「黍 」 以外 の 木材 につ い て は
,記 述 が な く,当 時 か ら既 に用 材 供 給 地 と して の 役 割 は期 待 され て

い な い こ とが わか る。 それ に 対(の)し,大河 原 村,鹿 塩 村 は,「 此 村 絵 図 二記 如 申候,ひ の木,さ わ

ら木 山,同 黍 の木 も有 之 在 所 二 て御 座 候,此 村 切 畑 計 二て,先 年 汐御 年 貢 ニ ハ御 榑 木 を以 納 来 り

候,里 方 の御 蔵 入 在 々百 姓 中迄 此 山 へ入 御 榑 木 取,面 々 の御 年 貢 二 指 上 申候,御 榑 木 之 儀 ハ 不 及

申 二,下 伊 奈 御蔵 入へ 被 仰 付候 御 材 木 も出で 申 山 二て 御 座 候 、 とあ って,明 らか に,用 材 供 給 地

と して の下 伊 那 山村 地 域 の説 明 が な さ れ て い る。

正 保2年(1645年)の 「信 湯 伊 奈郡 青 表 紙 高 御 料 私 領 支 配知 行 附(り)」に お い て も,野 口村 に 「松

木 林有.,と あ る以 外,2力 村 は 「御 用 木 な し、 とな って お り,鹿 塩 村 や 大河 原村 は 「桧 ・椹 ・椎

・栂.を 記 し 「御 榑 木 ,御 用 木 出 テ 申村 也.と 記 され て い る。

文 化 文 政 年 間に 記 述 され て い る 「小 川 実 記(ユの)、の 中 の 「御 年 貢方 の次 第 、 に よ る と,千 村 領 は下
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伊 那 の遠 山郷 な ど森 林 の豊 か な 山村 地 域 を 中心 と した 「山方6ケ 村.(下6ケ 村)と,上 伊那 郡

の天 竜 川 河岸 段丘 上 の 「里 方5力 村.(上5ケ 村)に 分 け られ て い る。

一
、加々須村,小 川村,南 山村,鹿 塩村,大 川原村,清 内路村

右六力村,御 榑 木割納村 にて下六 力村 と云,御 榑 山は鹿塩 ・大川原 ・遠 山 ・清内路 ・漆 平野山

右 山の地元村 は不及 中外五 力村何 れの 山へ成共其年に遂相談入込 割取来 リ候

ー、上穂村,小 野村,手 良 村(くママラ),野口村,八 っ手村,中 坪村

右五ケ村は御榑木買 納村 にて上六(くママラ)ケ村 と云,下 六ケ村 は山元村 にて夫食少 く依上五ケ村6夫 食 米請

取其米代 に 御榑 木遣 し 上六(くママラ)ケ村 御年貢上納す,依 之御公 儀は 下六 ケ村 同様 に御榑 木成村 と相立罷 有

候( の)

手 良 郷 の うち,下 寺 村 の場 合 も,旗 本 領 にな る中 で,榑 木 成 に な ったが,用 材 林 は な く,上 記

の正 保2年 の記 述 で は 「柴 山有 り.と だ け記 され て い る(ユの)。

この よ う に,手 良郷 は,幕 府 の用 材 生 産 地 帯 の 中で 位 置 付 け られ て い る に もか か わ らず 実 際 に

は,田 畑 を 中心 と した 。"里 仕事"の 地 域 で あ る。 そ の林 野 利 用 は,苅 敷 と夏草 を 中 心 に した 農

業 的な 利 用 が 最 も重 要 で あ り,林 野 とは"御 田地 養 第 一 之 秣稼 山"と い う言 葉 が 適 合 す る地 域 で

あ った 。

注1)(新 編)信 濃史料叢 書第11巻,所 収。

2)上 伊那郡誌編纂会,上 伊那誌 ・歴史篇,1965,10.p,688,名 和慶喜氏蔵文書(伊 那市手 良地区野 口),

3)手 良沢 山山論の 延 宝の裁許 の時,下 寺村 は,「返答書Jに あるよ うに 天羽七右衛 門なる代官 による幕

府領の時代であ った。

4)平 沢清人編著,近 世伊那資料,第16巻,17巻,小 川実記 ・榑木資 料,1957,9,1958,4.

同上,伊 邦の 「榑 木成村 。考,徳 川林政史研究所紀要,昭 和43年 度。

同上,「 榑木成村.の 成 立の ことな ど,伊 那路,VoL.8,No.11,1964.

同上,榑 木成村の年貢,伊 那路,VoL.10,No,11,1966.

上伊那誌編纂 会,上 伊那誌 ・歴史篇,1965,10,pp.780～792.

5)亥5夘 迄五 力年定免井検見取

子年御年 貢御 勘定 目録
一、御取米弐百 四拾 四石九斗壱合 野 口村

此 中御榑 木四万 八百拾七挺

此代金百拾六 両弐分永百弐拾文 但 シ榑木壱挺 二付米六合宛
一、米五斗三升九合九勺 金壱両二付榑木三百五拾挺替

此代永百五拾文 御伝馬宿入用

但 シ金壱両二付榑 木六百挺替
一、米 壱石七斗九升九 合七勺 高百石 二付六斗宛

此代金弐分 六 尺詰入用

但 シ右 同断
一、金弐 両永弐百 四拾九文六分七厘 高百六石 二付弐斗宛

御蔵前入用
一、永八拾弐 文九分 但 シ高百石 二付金壱分宛
一、金壱両永百九拾 四文 山林永
一、米七石四斗 壱升七 合弐 勺 山永
一、永三拾八文三文壱里 口米

但 シ取米壱石二付三 升宛

口永

但シ永壱貫文 二付三拾文宛

納合轄 轟 塑 款 蒲 文八分八厘
右者去子年御年貢御榑木代金井高掛小物成金共書面之通御勘定仕上申候若相違之儀御座候ハ何

時成共仕置差上可申候以上
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文化二丑 年六 月 野口村

名 主 三五郎 ㊥

同 断 庄 蔵 ㊥

組 頭 民 蔵 ㊥

同 断 清五郎 ㊥

飯 田 御役所 百姓 代 久 蔵 ㊥

6)上 伊那誌,歴 史篇,p.783.

7)大 久保家所蔵干村文書;「 信州下伊奈御蔵 入之 内書上ケ.,信 濃史料28巻,pp.119～120,な 訟,引 用

文は変体 カナを一部改 めた。

千村文書 は現在,大 久保 家の寄 附によ り,上 伊那関係は上伊那教育会が下伊那関係 は下伊那教育会が

所蔵 してい る。上伊那分は現在,上 伊那郷土館にあ り,「大久保文書Jと 呼ぶ。上伊那 郷士館 所蔵 の

文書については 目録が作 られてお り,以 下,大 久保文書の()内 は,そ の目録番号で ある。

8)た だ し,「里方五 力村 」の 中で も,r.穂 村 は,前 述の干村代官の書上書(注7)に よると,「西 山ハ も

ミの木多山二御座候,ひ の木 も少御座候へ と も、是ハ鳥居 主膳領分之 山と入相 二て御座候」 とあ り,

JG文 三年頃には,「 御林Jが 設定 されてい る*。
*平 沢清人

,近 世入 会慣行の 成 立と展開,1967,2,pp.264～265.

9)平 沢清人,前 掲書,近 世伊那資料,第6巻 。

10)平 沢清人編著,近 世伊那資料,第16巻 。

11)こ の文書 にあるような山方6力 村への飯米供給地 としての里方5力 村の位置付けを裏付けるに十分 な

資料に は未だ接す ることがで きない。

12)元 録12年(1699年),箕 輪領の 松島村,木 下村,久 保村,三 日町村,下 寺 村が,藩 領か ら幕府領へ変

った時,代 官所へ 出 した 文書 には,「先年小笠 原兵部少輔様信州箕輪領御知行之節,廿 八力村 江御榑

木被仰 付例年指上,其 後脇坂淡路守様御代二相成榑木伐尽 申二付,御 訴 訟申上五拾八年以前代米被仰

付上 納仕候御事」 とあ り,引 継 き 「御榑 代米御赦免被下候」 を願い出てい る。上伊那郡誌,歴 史篇,

p.7740

第2章 手良郷 における林野所 持の実態

延宝元年の6力 村入会の御裁許から2年 後,延 宝3年(1675年)中 坪村は,村 役人以下連名で,

野口村を相手に千村代官所へ訴訟に及んだ。争(め)論の直接の発端は,野 口村の善五郎が野口村地内

の大明神原に新 しく林を立てた場所へ,中 坪村の彦左衛門とその下人2人 が朝草を刈 りに行 き,

善五郎らに留められたことによる。訴は主 として2点 あり,第1に,善 五郎のように最近,野 口

村の者が新林を立てるので,草 場の少ない中坪村が困ること,第2に,野 口村は,刈 敷山を,福 島,

野底,上 牧へ山手を取 って出しているが,「中坪村之者地付之山無御座候故.,中 坪村へ も 「預け

候得 と」要求 している。これに対 し,野 口村は,第(の)1の点 にっ いて,「新林之儀者中坪村二茂拾

年弐拾年或ハ五年三年去年迄茂立来 リ申候林多々御座候得共かり敷山と申ハ面々之自由二而金子

二売 リ申候 とも年切に米二預ケ申候 とも林二立申候共山主之自由二罷成例二而御座候二付野口村

茂古来より少宛請手次第二林立置申候、と返答 し,第2の 点は,「 龍之沢、をはじめ,か なり中

坪へ も 「預ケ申候.と 答えている。
ーまた

,野 口村からの口上書をみると,中(の)坪村は野口村の新林を立てた所は 「たたか里.(=苅

敷)が20駄 程 も取れる所だと言 うのに対 して,「 中坪村新林之儀たたか里七八百駄余茂苅可申処
詰(カ)

林 二立 置 申候 ヘ ハ 内 山 ロ リ野 山之 山 口 よ り前 二 大分 二か り取 申候 ヘ ハ 野 口村 之 めい わ くに罷 成 候

此 儀 者古 来 之 通 り 山 口明 ヶ不 申内 ハ 通 し申 間 鋪候.と 主 張 して い る。

こ の翁 論 は,延 宝5年(1677年)に 代 官 所 が 村ノ∫へ 次 の よ うに 申 し渡 して 一 件 落 着 して い る。

覚(の)

一、大明神 原 地主 涛五郎

一、 いた と里 同 同 人
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- 、せの久保 同 同 人

一、瓜 りが洞 同 同 人

右四ケ所野 口村の山に相 極 リ候 へ共前 々βたたか りの以後は中坪村 と入会木草苅取百姓申分無之候処前 々
出 シ(カ)

四五年以来右地主地林二相立候 二付中坪村の百姓迷惑仕候訴状指上 申二付右 両村之 者共飯 田へ召口口百 姓

姓 申分聞其ノ上去秋 浅野亦 右衛 門,野 間治左衛 門右之論所 ヲ検分致 シ候処 に入会 には無之様 に申候然 者 前

々通 りたたか りの後 入会 に仕木草刈取 り可申候然共右 四ケ所の内大 明原之儀 は先年k林 二相 見へ候へ ば其

通 に立置 く可 く双 方 自今 以後新 林立申可為 堅無用者 也

水野源 兵衛 ⑭

延宝五巳年三月 目'七日L・U田 丹右 衛門 ㊥

篠原茂 助 ㊥

福田五郎右衛 門㊥

野 口村 中坪村庄屋組頭惣百姓代 中

この争 論 か ら分 か る こ とは,手 良郷 に は 「地 付 苅 敷 山(の)」が あ り,地 付 入 会 のか た ち を とって い

る こ とで あ る 。す な わ ち,上 記 の文 書 か ら言 えば,そ の 山 は,持 主 が き ま って お り,連 作 の水 田

に もっ とも必 要 な 苅 敷 は,持 主 が刈 り,そ の後,夏 草 以 後 は,入 会 とな るの で あ る 。 ま た,持 主

に とって は,売 買 が 可 能 な 山で あ り,年 季 で貸 して もよ い 山 と され て い る(の)。

以 上 の よ うな,内 山 の林 野利 用 は,そ の後 も続 い た もの と考 え られ る 。安 永2年(1773年)の

野 口村 明 細 帳 に は次 の よ うに 記 述 さ れて い る 。

野 口村 明細帳抜 書(わ)

一、百姓持林御座候 得共松 木雑木 ニテ大木無御座候

一
、草刈場之儀沢 山 卜申山ノ入 ロニ銘々持分有 之苅敷之儀ハ右持分之者苅取申候夏草秣 等ハ 中坪村 当村ニ

ケ村 二而入会刈取 申候右沢 山之内 よきとぎ鳶 ケ尾 と申所 ヨ リ奥江ハ御料中坪村井二飯 島御代官所御支

配 下寺村福 島村高遠内藤鉄之進様御知行所上牧村野底村 当村共二六ケ村 入会薪 等伐取 申候但夏草之義

者 当村 中坪村下手良村三ヶ村入会苅 申候

一一・、右百姓持 山持林見積反別拾六町九反歩程之分去ル丑年6三 百九拾八町歩 程之分 去ル巳年k山 林永上納

仕候(の)

ま た,文 化 元 年(1804年)に 野 口村村 役庄 蔵 が 記 した覚 書 に は,「 持 山、 「持 林 、 お よ び 「村 持

山 」 とい う表 現 で,林 野 が 区 別 され て い る 。

野 口村持林惣 持山井 二山林永覚(の)
是沢山也

一
、持山

此反別拾弐 町三 反歩 程 但 シ苅敷 山也

此山永三拾六文九分

～、持林 但 シ古林也

此反別 四町六反歩程

此林永 四拾六文

一 、村 持山

此反別三百九拾八町程

此 山永金壱両 ト永百拾四文

八 ッ手村 の場 合,安 政4年(1857年)の 八 ッ手村 名 主 の書 付 け は,幕 末 時 点 で は あ るが八 ッ手

村 の林 野 の所 持 形態 を よ く示 して い る 。
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10)
小物成之内山林

一、百姓持 山七ヶ所

此反別弐町八反五畝歩

此訳

む ろこ沢 ノ入

一、壱町歩 村中入会

同所南 ノ入

一、壱町歩 同 断

同所

一、五畝歩 百姓銘々持山

一、弐反歩 同 断

大洞

一、三反歩 同 断

大木洞

・一、壱反歩 同 断

とちか ほら

一、壱反歩 同 断

一 、百姓持林

此反別 四反歩

此訳

新 田つ る称

一
、弐反歩 百姓銘々持林

六 ッ塚

一
、壱反歩 同 断

松尾

一、壱反歩 同 断

一 、持山持 林反別合三町弐反歩

ま た,同 じ文 書 中 に あ る 「明 細 帳 」 によ れ ば,上 記 以外,長 岡村 地 元 の数 力村 入 会 地 へ 山手 を

出 して入 会 って い る 。

一、'当村薪 山之儀松平丹波守様御預所長岡村へ入会山手永ハ拾七文 四歩宛年 々長 岡村へ上納仕来 リ申候苅

敷夏草 共福与村 と右 山へ入会来候

さ ら に,持 分 化 して い る苅 敷 山 にっ いて は,「 地 附 山.と して,各 持 分 者 で あ る地 主 が 刈 る こ

とを 記 して い る。

一、百姓持分 苅敷 山之儀 地附山二而地主苅取来 リ申候

次 に,山 永 に っ いて 触 れて お きた い。 延享2年(1745年)2月 に幕 府 勘 定 所 は,幕 府 領 に対 し
11)

山改めの御触を出し,そ の中で,山 永の吟味にも言及 している。この年,千 村平右衛門は支配地
iz>

の 巡 廻 を行 な って お り,野 口村 方 よ り指 出 した 文 書 に は,林 野 の 関 係 は次 の よ うに書 か れ て い る。

一
、御林一 切無御座候

一
、草刈場 所御座候得共御料私領入会二而御座候勿論 持林之内二而茂草刈 申儀御座候得者分テ芝地野山与

申場所 者御座無候

一
、百姓持 林之義大積五反歩余御座候得共松木小木二而薪 之外一切用立不 申候
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八 ッ手 村 も同様 の文 書 を 出 して い るが,「 百(ぬ)姓持 林.と して 「大 積 り弐 反 歩 」 を記 して い る 。

こ の延 亨 の 場 合,山 手 に は 一 切触 れ られ て いな い 。 山永 が上 納 さ れ る の は,宝 暦 年 間 か ら とみ ら

れ る 。宝 暦7年(1757年)4月 に 勘 定奉 行 よ り 山永 吟 味 の 「覚.が 出 さ れて い る(ユむ)。

宝 暦7年8月 に 野 口村 よ り次 の よ うな 山永 の請 書 が 出 され て お り,幕 府 の 山永 吟 味 に合 わ せ,

千 村 領 で も,厳 し く賦 課 され た もの と考 え られ る。

差上 申御請一礼(ユの)

一、百姓持 山 八 ケ所

此草 山永三十六文九分

一
、百姓持林 拾六 ケ所

此林永 四十六文

右ハ此度百姓持 山井持林御吟味之上山手永被仰付困窮之村方甚難儀仕候二付 御免被下 置候様 二奉願候

得共厳敷被仰渡候二付御減 シ御願申上候 得共是似御聞済不被下置無是非奉畏 候然上ハ書面 之山手永丑

年5年 β急度上納可仕候右為御請一礼 差上申所伍面如件

信 州伊那郡野 口村

宝暦 七年丑 八月 名主 三五郎 ㊥

同村組頭 治 助 ㊥

惣百姓 代 清右衛 門 ㊥

しか し,こ こに は,安 永 の 野 口村 明細 帳 に記 され て い た よ うに,沢 山三 百 九 拾 八 町 歩 の記載 が

な い。 これ は,後 述 す る宝 暦8年 に始 ま る下 寺 村 と の 山論 過 程 で その欠 落 を 指摘 され,代 官所 へ

の言 い訳 文 書 を 出 し,宝 暦11年 か らは,上 納 して い る。

注1)「 乍恐御訴訟申上候御事J大 久保之書(4-10-1)

2)「 乍恐返答書を以 申上候 御事.大 久保文書(4-10-2)

3)「 口上書 を以申上御事.大 久保文書(3-10-2)

4)三 沢久男氏(伊 那市手良地区中坪)筆 写文書。

5)「 地付入会」については,古 島敏雄,信 州伊那地方に於け る地付入 会にっ いて,日 本農 業経済研究上,

1948,1,所 収や,平 沢清人,近 世入会慣行 の成立 と展 開,が あ る。

6)「 預 ケ」 にっいて は,そ の内容 は不 明であるが,質 地 と して 出す のではな く,い わば,貸 地 として,

年季で 出す ことを言 ったのではないか と考 えてい る。

7)荒 井家文書(伊 那市手良地区下寺)字 沢 山民有地 置据願 二付,証 蹟 書類写,第7号 。

8)こ の 「去ル丑年」 は宝暦7年(1757年),ま た,「 去ル巳年Jは 宝暦11年(1761年)の こと。(後 述)

9)蟹 沢家文書(伊 那市手良地区野 口)

10)登 内家文書(伊 那市手良地区八 ッ手)

11)日 本林制史資料,幕 府領法令篇,pp.159～160,

12)「 野 口村名主組頭外土地之様子能 存候 者御案 内仕明細掛御目差上候 書付J大 久保文書(4-19-2)

13)大 久保文書(2-19-2)

14)日 本林制史資料,幕 府法令篇,pp.165.

15)大 久保文書(3-21-6)

第3章 荒 倉(あ ら く ら)山 論(ハ)

宝暦8年(1758年)6月,下 寺 村 の 者 が 野 口地 内 の 「あ ら くら」 で 秣 を刈 って い た と ころへ,

野 口村 と中坪 村 の者 が 出て 争 論 に な り,そ の 際,口 論 中,下 寺 村 の一 人 が 打 倒 さ れ,ま た,鎌 や

刈 草 を運 ぶ 馬 鞍 が 差 押 え られ,こ れ が発 端 とな って 以 後,江 戸 出 訴 を 含 み,宝 暦12年(1762年)

ま で続 い た 。下 寺 村 は,「 あ ら くら.で の 争論 の翌 日た だち に,野 口村 支 配 の 千村 平 右 衛 門 の代

官 所 の あ る飯 田荒 町 陣 屋 へ 訴 え に 出 て,代 官 所(=「 御 役 所J)で 吟 味 が続 くが,下 寺 村 は培 明 か
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ず と見て,江 戸評定所(一 「御奉行所.)へ 出訴に及んだ。今,当 時の勘定奉行菅浪下野守の裏判

のある訴状と,そ れに対応 して野口村が出した返答書を見 ることができる。

乍恐以書付御訴訟奉申一ヒ候(の)

訴訟人(記 名略)

及狼籍入会稼山差障之出入

相手方(記 名略)

乍恐下手良村名主組頭百姓代申上候当村高五百八拾四石余有之御田地養第一之秣稼山与申者外決而無御座

野口村分惣名沢山ふかく右境者南ド手良村地先八幡境内β引廻り東つる祢引続夫β瀧之沢流引下シ右境内

下手良中坪地元之野口村共無差別元来一村同前二付相互二地面江入会秣薪諸色右山内二而往古6取 来其後

延宝元丑年里方福嶋野底上牧三ケ村右沢山内私共井不残可入会旨二付野口下手良中坪三ケ村6相 手取御公

儀様江及出訴御吟味申沢山之内新境相定候内斗に右里三ケ村入会也候筈相対仕候趣申上候処其通を以境御

墨引相定三ケ村ハ勿論与御裁許被成下後無差別山内不残入来候猶又元腺拾四巳年野口中坪下手良三ヶ村争

論仕候処御吟味之上右御裁許通相守右三ケ村同様竹木夏草諸色如先規之可苅取旨被仰付御評定所江御請書

差上候然処当六月廿七日私共村方β常之通秣苅取候道筋江野口中坪両村書面之者頭取大勢召連鳶口山刀棒

を以理不尽二右苅草切崩シ打榔仕剰強勢荷鞍拾口鎌拾5余 被奪取漸命危程二付遁去候所当村音右衛門与申

者右治左衛門伴右衛門茂左衛門三人二而打倒し二付野口村江預置御検使請候上二而引取申候前書両度迄御

公儀様被仰付有之候通三ケ村与同様之所野口村内山字あらくら与申処江入込候連右躰之及狼籍候得共右字

之内山与申者無御座勿論私共村方而己別段今更可引分唱無之既二延宝御裁許御絵図二茂沢山之外名前無御

座縦為所御座候共三ケ村同様与有之上者野口村二而稼処江ハ何れ成共可入会筈殊二中坪村者山内不残入会

稼候義二御座候ハ労可差障様無之畢寛去丑年御料所之分入会k山 之山役永被仰付候処一向無沙汰二付私

共6上 納可仕旨及催促候得者割合等出来不致杯と申延置於而隣村共取立納候処私共而己不納二而者不遂二

茂相成又者悪工二御座候哉難斗二付後不請取候ハハ其段御役所江御訴申上直納可仕旨相改候様其儀野心二

存哉又者役永私共二為納候ハハ地元二も可相成杯心得違仕騒動仕出役永之義紛為納間敷工二候哉不依存知

俄二御裁許井元腺御請証文迄相破私共入方江差障候段乍恐不塒と奉存候右御絵図井御請証文者野口村取持

仕候間御吟味之上右被仰付往古6之 通沢山内江不残三ケ村同様二無差別入会之儀不差障候様二奉願上候御

事

右之通少茂相違不申上候野口村中坪下手良三ケ村之義者田畑壱枚毎入交相互二地所江入会既二三ヶ村惣名

手良郷与唱沢山者私共三ケ村地面二而引廻シ何れ茂地元同前之義二付外稼秣場持限連茂無御座右山内村始

6無 差別同様与相成候処今更山内少成共被妨候而者御田地亡所者不及申二山中二候得者是迄之山稼無御座

候而ハ難相立畢寛至而困窮少村与見掠両村馴合大切成御公儀様方6被 仰付候迄相破労難儀至極仕候尤於在

所二飯嶋御役所6御 通達有之先方御役所江藪悲相願彼是仕候得共相手方我儘申券不相済候二付無是非御訴

訟申上候御慈悲を以書面之もの共被為召出理不尽打榔甚痛メシ段其外御吟味之上往古β被申両度御裁許茂

被成下候上者前書境内沢山一躰二三ケ村同様二入会稼仕勿論被仰付入会山役永私共βも上納仕右奪取候鞍

鎌相返シ候而有躰之無唱不差障大胆成狼籍不仕候様二被為仰付被下置候ハハ難有奉存候猶又御願之上乍恐

口上二而奉申上候以上

信州伊那郡下手良村

名主 佐右衛門代

宝暦八年寅八月 庄兵衛

組頭

幸 七

百姓代

御奉行所様 源太郎

(勘定奉行 裏判)

如斯目安差上候間双方致誓詞論所に立会場所無相違様壱枚絵図仕返答書相添来月廿七日内寄会江罷出
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可対決若於不参 者可為 曲事但双方井絵師誓 詞案文書 下手良村名主佐右衛門代 庄兵衛組頭 幸七百姓代源

太郎江相渡遣之者也

寅八 月十二 日

下 野 御 印

3)
乍恐返答書を以奉申上候

一、千村平右衛門御預り所信州伊那郡野口村中坪村之者共奉申上候布施弥市郎様御代官所同国同郡下手良

村之者共私共両村k入 会秣稼山江相障リ及浪籍候由御願申上御判頂載仕相附申候二付乍恐左二御答奉

申上候御事
一、野口村地内沢山之儀延宝元丑年同国福嶋村野底村上牧村与野口中坪井下手良村茂加リ及出入其節被下

置候御裁許御絵図面二茂沢山境之儀東者よきとき山尾通北者牛落シ西者とびの尾通御墨引被成下候御

絵図頂載仕罷存候依之沢山之儀ハ六ケ村入会二仕候然共福嶋野底上牧三ケ村之儀ハ留物等有之尤馬数

茂相定申候旦又下手良村之儀者元緑十四巳年及出訴其節下手良村者野口中坪同前与被為仰付候二付右

沢山之儀者三ヶ村同前仕候然処此度下手良村之者共惣名沢山二而右境者南下手良村地先八幡境内6引

廻東っる祢引結夫β瀧ケ沢流引下之右境之内下手良中坪地元之野口村共二無差別元来一村同前二付相

互二地面江入会秣薪諸色右山内二而取来候由申上候得共偽二御座候尤瀧ヶ沢与申名前無御座候沢山境

御墨引之外者不残両村持切之内山二而銘々持主茂御座候而下手良村6入 会候場所二者無御座候然ル所

下手良村之者共惣名沢山与訴状二相認候儀者私共内山銘々百姓持山持林迄へ入込可申巧与奉存候御事
一、当六月廿六日之夜私共内山阿らくら山江下手良村之者共忍入草苅申候二付私共両村之者共罷出差留候

処不存寄入会之場所与申立其上悪言申候二付荷鞍拾口鎌拾六枚取置申候兼而被取候覚悟二候哉m古

鎌共二而御座候旦又私共方β鳶口山刀棒杯持出候与申上候得共大キ成偽二御座候何とも持参仕候者壱

人茂無御座候勿論治左衛門伴右衛門茂左衛門三人二而下手良村音右衛門k申 者打倒候由申上候得共是

又偽二御座候其節御支配様方江御願申上御検使請候得共癒壱ケ所も無御座候既二御見分相済候得者右

音右衛門儀直二其夜下手良村江罷帰候御事
一、去丑年山役永被為仰付候二付下手良村β茂右山役永相納度旨野口村江及催促候由申上候へ共一向左様

之儀ハ無御座偽二御座候右入会沢山分之山役永下手良村江及相談候得共彼是申培明ケ不申此度之出入

被申掛候二付此段御支配御役所江御訴申上内山分之山役永斗上納仕候御事
一、延宝年中御裁許御絵図二茂沢山之外名前無御座縦名前御座候共三ヶ村同様与有之上者野口村にて稼候

所江者何れ二成共可入会筈其上御裁許井元腺御請証文を相破下手良村入方江相障候段申上候得共此儀

心得違与奉存候尤延宝御絵図面二沢山二者銘々名前附御座候其外内山之分者論外故名所附無御座野口

山内中坪山内与有之右山内洞々二田畑有之御検地帳二田畑名前附御座候旦又沢山江者私共同様下手良

村茂入会与申候場者何二而も私共御裁許井御請証文相破差障之儀無御座候御事
一、野口中坪下手良三ケ村者田畑壱枚毎二入交 リ相互二地所入会之由申上候得共偽二御座候尤野口中坪之

儀ハ田畑山林共二入交リニ御座候故何事茂入会二仕来候得共下手良村之儀者村境相立地面入交リ候儀

決而無御座依之延宝御裁許御絵図二茂野口中坪者同通二御座候得共下手良村之儀者免相分リ候儀入交

二無御座候証拠明白二御座候御事

右之通相違不申上候此度之論所之儀者野口中坪両村持切之内山二而外村β入会候儀無御座候下手良村之儀

茂持切之内山大分御座候而不自由成儀茂無御座候処私共持切之内山迄惣名沢山与申立三ケ村入会之由偽申

上其上理不尽打梛仕候与無跡形儀御願申上私共弐ヶ村共二困窮を見掠大勢相手取難儀致し也候段巧成致方

与奉存候此儀私共方β御願可申上与奉存候得共困窮之村方故難儀二奉存何卒国元御役所之吟味二而相済シ

申度奉存候処下手良村之者共私共江無沙汰二而御判頂載仕相附候二付驚入申候則此度被為仰付候立会絵図

面二私共方6か ぶせ絵図仕奉差上候井先年御裁許御絵図御証文所持仕候間御慈悲を以御吟味被成下向後下

手良村之者共御墨引之外両村内山江踏込ミ理不尽成儀不仕候様被為仰付被下置候ハハ難有奉存候以上

千村平右衛門御預り所

信州伊那郡野口村

宝暦八年寅十一月 名主 三五郎 ㊥
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組頭 次左衛 門 ⑳

百姓代 浅右衛門 ㊥

同御預 り所

同国同郡 中坪村

名主病気二付代

弥右 衛門 ⑳

百姓代

善左衛 門 ㊥

御奉行所様

以 上 の2っ の文 書 か ら,こ の 山論 発 生 の 根 本 的 な 問題 は,内 山へ の入 会 権 の存否 に あ る こ とが

わ か る。

下 寺村 の主 張 を見 れ ば,延 宝 の御 墨 引 は 「沢 山之 内新 境 相 定 候.と して,「 沢 山.と い う 山 の

範 囲 を御 墨 引 の境 界 の 内外 に渡 る もの と して お り,そ の境 界 の意 味 は,「 里 三 ヶ村.(=入 方3力

村)の 入 会 範 囲を 定 めた も の と解 釈 して い る 。 そ して 「沢 山.へ は,中 坪 村 と と もに地 元 の野 口

村 と同様 に入 会 って 来 た と して い る 。

こ れ に対 して 野 口村 は,「 沢 山境 御 墨 引 之 外 者 不残 両 村 持 切 之 内 山 二 而 銘 々持 主 茂 御 座候 而 下

手 良 村 之者 汐 入 会候 場 所 二者 無 御 座 候 」 と,沢 山境 界 の外 は,野 口村 と中 坪 村 両 村 で の み持 って

い る2力 村 の 内 山 で あ る と答xて い る。 第2章 で,「 銘 々持 分.の 山 は刈 敷 を 持 主 が 刈 った後 の

夏 草 以 後 は入 会 に成 って い た こ とを見 た。 問 題 は,こ の入 会 に下 手 村 が 加 わ る こ とが 出 来 るか否

か に あ った と考 え ら れ る 。

そ こで,下 寺 村 は,従 来 か ら入 会 って来 た こ とを どの よ う に証 明 しよ う と して い るの かが 問題

とな るが,3点 ほ ど論 点 を 出 して い る。

第1の 論 点 は,今 ま で の 山論 裁 許 で,「 山 元.3力 村 は 「同 前 二.と さ れ た と して,下 寺 村 は

は,延 宝 の裁 許 と,元 緑 年 間 の裁 許 を 引合 い に 出 して い る。 元線14年(1701年)の 山論 は,野 口

村 と中坪 村 の連 名 で評 定 所 へ 出 した文 書(の)によれ ば,沢 山 内で の,入 会 利 用 で き る林 野 産 物 の 制 限

に 関 した も ので,「 夏 草.と 「苅 敷.と の採取 に つ いて 争 わ れて い る。

(表題,記 名部分欠)

一、野口村 中坪村下手良村此三ケ村沢 山入相之草木用水諸色至迄一統二沢 山二而 自由仕候 由下手良村6申

上段相違 二御座候右沢 山之儀者野 口中坪 両村 地本 二御座候入方下手良村之儀 者古 来β夏草一切取 らせ

不申候 処二地元村 と同様 に諸色 自由二仕候 様二申上候儀偽二御座候下手良村 苅敷弐拾 四駄取押迷惑之

由申上候沢 山二而苅敷か り申儀下手良村 二不 限地元村野 口中坪村さへ五月之 中迄 二苅仕舞先規β 中以

後者一切苅茂(くマの)為苅茂不仕候先年6相 定ル 日限之古例御座候処二当年新法 二中迄 二夏草苅通 リ申二付押

留メ申候井下手良村 田植時分五月之中迄又 者半夏迄茂植付申付其節迄苅敷 か り申由申上候儀偽二御座

候古来5苅 敷中迄候而終二為苅不 申候いつれの村二而 も田植6十 日程 も前 二苅仕舞植志 ろ之田植 漸々

植付申候得者中迄半夏迄苅 可候様 無御座候処 ニケ様之偽申上候 御事(以 下 略)

す な わち,下 寺 村 が,沢 山 内で の 自 由な 利 用 を 主 張 す るに対 し,野 口村 は,① 苅 敷 は 定 めた

目 を 限 って 刈 らせ て い るが,② 夏 草 は一 切 刈 らせて い な い 旨を 答 え て い る。

こ の一件 は,次 の よ うな取 替 証 文 を 出 して 落 着 して い る。

差上 申一礼 之事(ヨラ)

野 口沢山之儀 御吟味之上野 口村者地元中坪村下 手良村者同前先証文 旨趣を相 守大小 之竹木井夏草共二三ケ

村入相如先規 向後刈可申 旨被仰付奉畏候為後 日双方 取替証文以如件
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元緑十四巳九月四 日 信濃国伊那郡下手良村

名主 四郎 兵衛 ㊥

御評定所 組頭 雲八郎 ㊥

百 姓代 六 之丞 ㊥

これ は,「 沢 山.内 で の利 用 に関 して,野 口村 の主 張 が退 られ て お り,事 実 上,下 手 良村 の勝

訴 と考 え られ る。 下 寺村 は この点 を と らえて,「 三 ケ 村 同様 与 有 之 上 者 野 口村 二而稼 処 江 ハ何 れ

成 共 可入 会 筈 」 と し,中 坪 村 が 地 元 の野 口村 と同様 に入 会 って い る のな らば,下 寺 も入 会可 能 だ

と主 張 して い る 。 た だ し,「 沢 山.の 範 囲 に っ いて は何 も触 れ て いな い 。 こ の点 は,延 宝 の裁 許

絵 図面 の裏 書(の)も同 じで 「野 口村 中 坪 村下 寺村 ハ勿 論 、 とあ るが,「 内 山.と の 関 係 に は言 及 して

い な い 。

第2の 論 点 は,宝 暦7年(1757年)の 山永 改 め に関 して,野 口村 が6力 村 入 会 の分 を上 納 しな

か った こ とを 下 寺 村 は指 摘 し,自 分達 は,上 納 す べ き もの と して催 促 に行 ったが,野 口村 が,

「割 合 等 出来 不 致
」 と言 って 引 のば しを 図 り,「 役 永 私 共 二為 納候 ハ ハ地 元 二 も可 相 成 杯 心得 違 」

した と して い る。 これ に 対 して は,野 口村 の答 は,下 寺 村 へ 相 談 に 行 った が,培 明か ず で,今 回

の訴 訟 に まで 来 て しま った と して い る 。 この 山永 上 納 前 す で に,6力 村 入 会 と内 山 との 区別 で 争

いが あ り,野 口村 と中 坪村 は,6力 村 入 会 以 外 の内 山 は,す べ て,両 村 の所 持 す る 山 で あ る こ と

を,山 永 の上 納 に よ り,明 確 に しよ う と した もの と考 え られ る 。下 寺 村 は,こ う した 争 いが あ っ

た こ とを 内 山入 会 を従 来 続 けて い た一 っ の証 拠 と して 提 供 して い る ので あ る 。

第3の 論 点 と して,下 寺 村 は,「 田畑 壱 枚 毎 入交 相 互 二 地 所 江 入 会既 二三 ケ村 惣 名 手 良郷 与 唱

沢 山者 私 共 三 ヶ村 地 面 二而 引廻 シ何 れ茂 地 元 同 前之 義 二付 外 稼 秣 場 持 限 蓮 茂 無 御座 前 同 様与 相 成

候.と 言 って い る 。所 持 す る 田畑 が,互 い の村 の地 所 内 に混 って あ る のだ か ら手 良郷 は 一 円 の も

ので 沢 山へ の入 会 も同様 だ と主 張 して い る の で あ る。 これ に対 して,野 口村 は,中 坪 村 とは確 か

に 「入 交 り」 で あ るが,下 手 良 村 とは境 が 明確 で あ る と書 いて い る。

こ の よ うな 下 寺 村 か らの 内 山入 会 の証 拠 立 て に対 し,野 口村 は,口 上 書(わ)の中 で御 墨 引 の外 の 内

山 は,持 分 化 して い る こ とを 書 くと と もに,下 持 村 が 入 会 って い な い こ とを証 拠 立 て るべ く,次

の よ うに記 して い る。

一 、野 口村 内山之儀下手良村入会秣稼 山無御座証拠には面 々持 山二而野 口村中坪村 両村支配 之内山二御座

候故 福嶋村 野底村上牧村右三ケ村江敷金加地子二相渡 置申候場所数多御座候 得共下手良村入会秣稼 山

二御座候者可相障所ニー 向相構不 申候

一 、延 宝五 巳年 野口村 二而 内山地先新林立候之処中坪6差 留 メ候得共内証二而相済 不申飯 田御役所江双方

罷 出御吟味 之上 二而伴ぶ し候様被仰付候

一、宝暦 四戊年 中坪村 二而龍之沢二 三ケ所立出申候得者野 口村k断 相 立候得共 内証 二而相済不 申候而飯田

御役所江御願申上候所双方被召出御吟 味之上相伴ぶ し候様被仰付候

右ニケ条共争論二罷成候得共下手良村 之者共入会秣稼山二無御座候証 拠二者一 向野 口村 中坪村江茂差加 リ

不 申下手良村之者共茂入会秣稼山二御座候者相談等茂可仕処差構不 申候 者野 口村内 山入会秣稼 山二無之証

拠 二御座候

こ こで は,野 口村 と中坪 村 の 内 山が,入 会 で な い証 拠 と して,里 方 へ 質 地 に 出 して い る所 が あ

る こ と,ま た,中 坪 と野 口 との 間 で争 わ れ た 内 山で の 「新 林 立 候 之.争 論 に際 して も下 寺 は登 場

して い な い こ とを あ げて,内 山が いか に持 分 化 して い るか を強 調 して い る 。

この 訴訟 は,宝 暦10年(1760年)に 入 り よ うや く奉 行 所 の判 断 が 下 され る。3力 村 が 出 した裁

許 の請 書(きラ)によ れば,下 寺 村 の主 張 はす べ て退 け られ,野 口村 の勝 訴 に終 って い る。 この 時 の奉 行

所 の 判 断 を見 る と,延 宝 の御 墨 引 と内 山 との関 係 に っ い て は 「御 裏 書 二野 口村 地 内 沢 山与 有 之 御
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墨引外者野口山内中坪山内与有之上ハ惣名沢山と申儀下手良村申分難相立、としている。また,

内山への入会にっいては,中 坪村が入会っているからと言ってそれが,た だちに,下 寺村の入会

証拠にはならないとしている。 そして,「 延宝五已年出入之節 も中坪村一同野口村を相手取及出

入出訴候儀二も無之殊二野口中坪両者百姓持主有之段無相違入会候儀無証拠候上者下寺村申分難

相立候.と,野 口村の口上書の論点を採用 したかたち となっている。

こうした結末に対して,下 寺村は,少 なくとも野口中坪地内にある下寺の田地の分だけで も採

草を許され たい旨,再 度訴訟に及んで いる。 この時,奉 行所は,「入作分ハ村並 ミ養為取申候

様(の).にとの判断を示 している。 野口村は,そ れならば,「 野口汐売 り置申候田地不残請戻シ可申

二御願申上候(ユの)」として、結局、 これが認められ、野口村の下寺村からの入作分はすべて買い戻さ

れる結果に終 っている。

11)
為取替 申済 口証文

一、信州下手良村惣代庄兵衛 申上候去辰奉請御裁許候儀者相守御願等無御座候処野 口中坪 両村田地下手良

村β 出作 二取持仕候問田地養之義ハ両村 並苅 取度 旨下手良村k奉 願双方被召出及 御吟 味候処江戸宿意

見加野 口中坪β質流地之分当十二月十五 日迄右質地金半分通差出残半分翌午二月中迄 二不残請 戻候筈

当年養者如何様仕候而 も田地不荒様可仕請 戻返之相違為無之右 日限金子出来不 致請残御座候ハハ御墨

引内沢 山口明候迄 之内御墨引外野口中坪 両村分付出内 山両村並に而右質 地反高二直養為苅可 申候 間 日

限質地金調候ハハ地所無相違可相返御石 調者前書相定違乱無之筈御座候 御事

一
、御墨引内沢 山口之義毎年五 月節中6十 五 日前 山之 口明候筈相定候事

右之通熟談得心之上相定一件内済仕候然 上ハ右之義二付双方6重 而 御願等 申上 間敷候依之為後証済 口

証文為取替候処如件

宝暦十一 巳年五月(3ケ 村村役記名 以下略)

注1)荒 倉 山論 に関 して は,蟹 沢家文 書と大久保文書 とを合せ34点 余 りあ り,特 に江戸評定 におけ る過程を

詳 しく書いた 「野 口村内山江下手良k山 論 二取結候 出入中 日記.(蟹 沢家文書)は,当 時の裁判資料

と して も興味深い。 これ らは,別 途,報 告 したい。

2)大 久保文書(6-21-7)

3)大 久保文書(4-21-4)

4)蟹 沢 家文書。

5)蟹 沢 家文書(大 久保 文書で は6-13-2)

6)拙 稿,前 掲,京 大演 報47号,p.56.

7)大 久保 文書(3-21-14)

8)宝 暦10年11月 「差上 申一礼之事」蟹沢家文書(大 久保文書で は6-21-14)

9)前 掲注1)「 出入 中 日記.(蟹 沢家文書)

10)同 上。

11)大 久保文書(6-21-15)

第4章 穴 ケ 沢 山 論

前 章 の山論 文 書 の 中 に も明 らか な よ うに,野 口村 の持 山 は,「 銘 々持 山Jと して 持 分化 さ れて

お り,里 方 の福 嶋 村,野 底 村 お よ び上牧 村 へ,質 地 あ る い は永 代 譲 り地 と して 出 して い る個 所 が

あ る。本 章 で は,野 口村 が,村 外 に譲 渡 さ れ た個 人 持 山 の請 戻 しを 図 った こ とに 端 を 発す る穴 ケ

沢 山論 を と り あ げ,林 野 持 分 化 の 実態 の一 端 を うか が って み た い 。 穴 ケ沢 は 前章 で問 題 とな った

荒 倉 の 中 に あ る地 所 で あ る。

文 政13年(1830年),福 嶋村 の半 右 衛 門 は,野 口 村 の 三 五郎 を相 手 取 り千 村 代 官 所 へ 訴 訟cr及

ん だ 。



109

乍恐以書付奉願上候(り)

松平丹波守御預り所

伊那郡福島村

訴訟人年寄

半右衛門 ⑳

差添人

嘉蔵 ㊥

当御預り所

同郡野口村

相手 三五郎

苅敷山出入

右訴訟人半右衛門乍恐奉申上候
一、丹波守御預り所大泉村太平治申者宝永中野口村七郎右衛門方6穴 ケ沢と申苅敷山壱ケ所永代二買請申

候所其節私共祖先定七と申者太平治之娘女房二申請右苅敷山証文共相譲候所大切之御田地百弐拾年来

余養来候故私共祖より代々譲山大切二致置候所去十二月廿九日野口村三五郎義右之苅敷山請戻シ度儀

申来候段不得其意と存候故種々掛合仕候共一向不承知二御座候野口村之儀ハ沢山と申奥入有之其外内

山等茂数々有之候得者苅敷二差支え儀者少茂無御座候私共儀ハ奥江入込候てハ苅敷ヲ初七品留物御座

候右先祖より譲請候場所斗二而去丑年迄百弐拾年来御田地養ひ来候此拾ケ年以前徒二野火ヲ被附候節

も数度有之候節者訴訟茂不仕候得共左様外二田肥仕候所無御座候故誠二酢作(くママラ)二而夫食ハ不及申上御年

貢之義茂弁細二相成候程之仕合二而難渋仕候去ル巳年野口村三五郎儀右之苅敷山請返し度及沙汰二候

故其之節茂度々掛合仕候得共一圓承知不仕候故其節も無拠支配之添状ヲ以乍恐当御役所様江奉願相手

三五郎御糺有之御理解之上内済和熟仰付訴答共納得之上及内済候儀者偏二御威光難有仕合二奉存候又

候不顧恐ヲ茂右之山請戻し度節甚不得其意と乍恐奉存候野口村之儀ハ別段奉申上候通苅敷苅取候場所

数有之候得者差支者無御座候得共私共義ハ右ノ場所請被戻候而者御田地養ひ候苅敷山と申者一切無御

座候左候得者百姓相続も難相成必亟と難渋仕候間段々三五郎方江も相歎(くマの)候得共一圓聞入無御座候而右

之山江差障杯と一向相分不申候間無拠今般支配添状ヲ以当御役所様江奉願上候奉掛御苦労候段恐多候

得共何率慈悲ヲ以三五郎始外加判之者共召出御糺二て是迄仕来通苅敷故障なく取来候様被仰付被下置

候様偏奉願上候私共義ハ年内綾二五月中前四拾四五日二御座候其隙者右之場所二入込之義者無御座候

間此段御慈悲ヲ以幾重二茂奉願上候乍恐証文之写奉入御高縄候御存之儀と口上ヲ以奉申上候右之趣乍

恐偏奉願上候

松平丹波守御預り所

文政十三寅年三月 同郡福嶋村

訴訟人年寄

半右衛門 ㊥

差添人

嘉蔵 ⑭

千村平右衛門様

飯田

御役所

乍恐以返答奉申上候(の)

(前段略)
一、野口村七郎右衛門義宝永年中太平治と申者由緒在之七八年も世話二致置追々身元宣相成候間村内二而

御百姓棺続為致度七郎右衛門方二差置候内同人方困窮二相成候二付宝永年中穴ケ沢と申苅敷山壱ケ所

代金九両二而永代二譲渡別宅為致候積リ之処大泉村二養子口有之右へ世話仕差遣申候然処右苅敷山相
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譲候証文 持参 二而罷越遠方之義 二付苅敷山苅取候義 も不相成候 間右 山七郎右衛門方へ任 置享保年 中迄

同人 方二而苅敷苅 取山年貢差遣御用地養来候処享保年 中福嶋村定七 と申者へ太平治之娘遣候 節右苅敷

山本証文相添定七方へ差遣候二付持主相替 リ伝四郎 二相成 申候然処年々之道造 人足諸入用井 山御年貢

等村 高割 ヲ以右 山之分 も相弁難義仕候間村 方一統御願 申上去丑年迄数拾年来相弁候諸入用伝 四郎6差

出様奉願上候旦又大泉村太平 治6福 嶋村定七方へ右苅敷山差遣候 節先方二而取斗候義 二付村方 二而者

何年頃 二御座候哉不相分候間右年数御糺被下 置候様奉願上候

一、去ル 巳年右苅敷 山請戻度掛合 之処伝 四郎義 当御役所へ奉願私へ御召状頂載仕帰村之上村方江相達種々

掛合御座候二付村 内四郎左衛 門忠蔵 立入添証文之趣 二内済 仕候其節証文面七郎右衛門替 リ私名前差出

候義ハ七郎右衛 門跡式弐 三拾 ヶ年余 も無之私 同家之義二付無拠山主相成 申候然処右添証文二御座候通

脇々へ遣候節ハ私 共方へ掛合呉候得共其節者村方二而引請度堅 く引合 置候処売渡 四五ケ年 も同人方二

而苅敷苅取申候 又候右k請 戻候哉 同村儀平 と申者方へ売 渡去丑年 山入仕候得共一切私共方へ沙汰無 之

二付去丑十二月廿 九 日私 方6又 々請戻之義 申出候義二御座候右ハ前文 二 も奉 申上候通 リ仮令質地又 ハ

預ケ等相成候共脇 々へ遣候節者沙汰有之筈二引合仕候 処右様無沙汰 二而勝手儘二 自由仕候二付当三月

十 日村内忠蔵四郎左衛 門右 山譲請候善助儀平方へ為掛 合罷越相尋候処両人共二質地二受取山仕候段 申

之候得共決 して左様 二而者無之近村之義故売 渡候始末等 も追々承 リ義二付其節之証文一覧致度段 申候

得共一切見せ不申候訳者 口上 と相違仕候故之義 と奉存候且又質地二差遣候連 も引合通 り挨拶可有之処

勝手次第之取斗二付不得其意義二御座候故請 戻之義段々掛合候義二御座候

一
、私共村方ハ沢山奥入有之其外内山 も御座候 二付苅敷二差支ハ無之様申上候得共沢 山之義ハ村方斗二而

ハ無御座中坪村下 寺村都合三 ヶ村入込苅敷苅取候場 所苅敷之時節者銘 々夜 中6罷 出三ケ村一同苅 取候

義二付女子供老人 等有之候者共ハ罷越 出精苅取候義 も不相 成御田地養 二難渋仕候旦又内 山等 も御座候

得共是 ハ銘 々持分 二而村方一統入込候義ハ不 相成持 山無之者共ハ遠方迄罷越苅取候義二付甚難義 仕候

間半右衛 門申上候 とハ相異仕候殊二近 年ハ村 方内山持主共 困窮仕他へ質地等二差遣候者共 も有 之一統

苅敷 二差支申候

(中略)

一、右苅敷 山無故障是迄通苅取候様 被仰付被下 置候様申上候得共 前ケ条 二 も奉 申上通 リ数拾年来 山御年貢

井諸人足道橋破損 等入用 是迄不差 出村方 二而相弁来候 間右苅 敷山請 戻之儀偏 二奉願上候此上是迄通 リ

ニ相成候義二候ハ ハ享保年 中6去 丑年迄之諸掛物不残 差出 し当寅年β以後年 々村方割合通 リ諸 入用急

度差出候奉願 上候尤 諸掛 リ物高之義ハ以別紙 申入御覧 候様可仕候右之義 も不承知 二申上候ハハ無拠義

二付 請戻之義何方迄 罷出候而 も奉願上度候左 も無之候 而者永h村 方衰微之基 二相成候間以 御憐懲右 両

様之 内御聞済被下 置候様偏 二奉願上候余ハ御尋之節 口上 ヲ以可奉 申上候以上

野 口村七 郎右衛 門跡 式

無之 二付当時

文政十三寅年三月 山主 三五郎

飯 田御役所 証人 忠蔵

右 之通返答書奉差上候 二付奥印仕候以上

差渡人名主

正蔵

まず 最初 に,こ の 穴 ケ 沢 とい う刈 敷 山 の転 々 と した 移動 にっ いて み て み た い。 文 書 中 に 出 て 来

る最 初 の移 動 は宝永4年(1707年)で あ るが,こ の 時 は,年 貢 払 い に 困 っ た七 郎 右衛 門 が ,太 平

治 へ 代 金9両 を もって 永 代 渡 しに して い る 。

永代売 渡申苅敷 山之事(ヨラ)

一
、我等名伝 阿なの沢 と申か里 しき山境之儀ハ うばがい ところ江通 っる祢切西ハ三五郎殿 山之境迄北者大

つ る祢 切永代二相 渡代金 として九両只今髄 二請取去戌御未進二差上 申所実正也然上ハ此 山二付親類 地
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類不及申脇々よ里少茂構無御座候たと江何様御法度御座候共請人罷出急度堵明可申候為後日永代手形

如件

野口村売主

七郎右衛門 ㊥

宝永四年亥三月廿七日 同村請人

三五郎 ㊥

右同断

佐治兵衛 ㊥

北殿村

太平治殿

この譲り渡しは,野 口村三五郎の説明によれば,"縁 故"の 要素があるとしている。すなわち,

太平治は,7～8年 の間,七 郎右衛門の世話になっていたが,七 郎右衛門の生活が苦 しくなった

ので,身 元を良いと見たこの太平治に刈敷山を売渡 し,野 口村で分家させるっもりであったと言

っている。 しか し,太 平治はは大泉村に養子に行くことになり,大 泉村から穴ケ沢まであまりに

遠いため(大 泉村は,天 竜川をはさんで手良 とは反対の西天竜),刈 敷山の実際の利用は七郎右

衛門に任せたとしている。この"任 せる"と いうことは,「苅敷苅取山年貢差遣御田地養来候」と

あるように,七 郎右衛門が苅敷を利用し,山 年貢を支払 うことであって,売 渡証文の反故ではな

い。この状態で享保年中まで来るが,享 保年中に,太 平治の娘が福嶋村の定七(訴 訟人半右衛門

の先祖)へ 嫁ぎ,そ の山は定七へ譲られている。その後,享 保年中より福嶋村の伝四郎に譲けら

れたが,こ の時,野 口村から請戻 したいとの話を伝四郎にして訟り,そ れに対し,伝 四郎は,千

村代官所へ訴えに出て,そ の結果,次 のような添証文がつ くられている。

添証文之事(り)
一、我等持分字荒倉穴ケ沢と申所苅敷山壱ケ所宝永年中大泉村太平治殿方江永代譲渡申所享保年中β其元

二而御取持被成候所此度段々掛合之上金弐両弐分髄二請取御未進二差上申所実正也然上ハ此後其元子

々孫々二至迄本証文之通御取持可被成候万ニー其元子孫二おいて脇々江御譲被成候節ハ我等子孫方江

御掛合被F之 御約束御座候右此山二付親類ハ不及申脇々β少茂構無御座候若六ヶ敷出来仕候者加判人

何方迄も罷出急度将明可申候為後証文一札傍始件

野口村

山主

文政四巳年三月 名主 三 五 郎 ㊥

相地添人

右ハ七郎右衛門山主二御座候得共 元山主 七郎右衛門 ㊥

此度御相談之上三五郎山主二仕候 請人 四郎左衛門 ⑳

同断

組頭 忠 蔵 ㊥

福嶋村

伝四郎殿

この証文が作られた背景をみるならば,返 答書中地元野口村は,「年々 之道造人足 諸入用井山御
(宝歴12年)

年貢等村高割ヲ以右山之分 も相弁難儀仕候間村方一統御願申上去丑年迄数拾年来相弁候諸入用伝

四郎汐差出様奉願上候.と あり,添 証文の2両2分 も同様の理由で支払われたものと考えられる。

また,添 証文中に 「万一其元子孫において脇々江御譲被成候節ハ我等子孫方江御掛合可被下之御

約束御座候」とあるのも,「諸入用」 調達 と関係している。とにか く,文 政4年(1821年)の 時
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は請 戻 しに成 功 して い な い 。 そ の後,こ の穴 ケ沢 は,福 嶋 村 の善 助 に移 り,さ らに 同 村 の儀 平 の

手 に入 り,三 五郎 は これ を添 証 文 に反 す る も の と して,再 度,請 戻 しを 両 名 に 掛 合 って い る 。善

助 や 儀平 は た ん に 「質 地.と して 借 りて い る だ け だ と言 うが,三 五郎 は 「売 渡.で はな いか と主

張 し,ま た た とえ,「 質 地Jで あ って も,移 動 の際 に は,一 言 の掛 合 が あ るべ きだ と して い る。

返 答書 の末 尾 に もあ る よ うに,文 政13年 の訴 訟 は,野 口村 の 三 五郎 が,刈 敷 山 の諸 入 用 を 年 々

野 口 村 が割 合 う通 り支 払 うか,請 戻 しにす るか の どち らか を 強 く掛 合 った こ とが原 因 とな って い

る 。

こ の訴 訟 は 内済 で終 って い る 。 内済 証 文 で は,定 七 の 子孫 で あ る半 右 衛 門が,そ の後 穴 ケ 沢 を

利 用 して 来 た こ と にな って 訟 り,内 済 の主 な 内容 は次 の とお りで あ る(の)。

一、苅敷 山之義半右衛 門存命之内ハ勿論死去致候而跡式三ケ年迄ハ是迄之通 リ出入可致事

一、半右衛門死去後三 ヶ年過候ハハ文政四 己年差遣候添証文之金子弐両弐分ハ此度済方之趣 意二付不差 出

宝永年 中大泉村太平治方江遣候本証文 之通本 金九両返済致候上者野 口村七 郎右衛 門跡式 引請 二付正蔵

方江相返 し可申筈 二取極候事

一
、半右衛 門β他之者一切 山入仕間敷筈二取極候 事

この 内済 に至 る事 情 が 不 明 で あ り,ど の よ うに して,文 政4年 の2両2分 を 「済方.に した のか

わか らな いが,こ の 内済 を もって,「 野 口村 半 右 衛 門 方 へ遣 置候 宝永 文 政 両 度 之 証 文 ハ 反 故 二御

座 候 」 と して い る。
00

以 上 の よ う に,穴 ケ沢 の場 合,そ の持 主 は,七 郎 右衛 門(野 口村)→ 太 平 治(大 泉 村)→ 定七
〇 〇

(福 嶋村)→ 伝 四郎(同 村)→ 善 助(同 村)→ 儀 平(同 村)と 変 化 し,こ の持 主 とい う の は,多 くの

場 合,現 実 に 苅 敷 山 を利 用 して い る者 で あ った が,① の 場 合,前 述 の よ うに,実 際 の使 用 収 益 を

行 な って い た の は七 郎 右 衛 門 で あ った 。 ま た,④ と⑤ にっ いて は,ど の よ うな 内 容 で の譲 り渡 し

が な さ れて い る か は明 確 でな い。 推 測 を は さむ な らば,③,④,⑤ とい う移動 か らみて,福 嶋 村

で は,こ の 穴 ケ 沢を 永 代 に売 渡 さ れた もの と して,当 然,里 方 の 内 に とど めき こ う と した の で は

な い か と考 え られ る 。一 方,野 口村 は,七 郎右 衛 門 の跡 式 を 三 五 郎 → 正 蔵 と名 主 役 が 引 き継 いで

い るが,い つ れ も,請 戻 しを 試 み て お り,文 政4年 の際 に は,返 答 書 にあ る よ うに,も し も 「脇

々へ 遣 候 節 ハ …村 方 二而 引請 度 堅 く引 合 置候 処.云 々 と,野 口村 の内 に て持 分 化 した い 旨を 表 わ

して い る と と もに,穴 ケ沢 は元 来 「我 等持 分 」 とい う意 識 が 強 く働 い て い る よ うに も思 わ れ る。

この 点 は,地 続 きの他 の刈 敷 山 の毎 年 の維持 管 理 の 問題 を も含 めて,「地 元 」 と して の立 場 を示 し

て い る。事 実,こ の 当時,野 口村 の正 蔵 が 金 子 を 出 し,里 方 へ 質 流 れ した 刈 敷 山を 元 の持 主 に請

戻 し させ,正 蔵 持 分 に した こ とを 示 す 文書 が残 って い る 。

質流永譲証文之事(の)

阿 ら倉朝 日当 り

一
、苅敷 山 境の儀者東ハ横手境西 ハ ミ称切北ハ

川辺南西 方ハ尾根通 り見通 し

な し久保

文 ノ神久保 境之儀者東ハ尾根通 り西 ハ川筋南者
一 、苅敷 山 勘右衛門 山境尾根β見通 し

細 久保

一、苅敷山 境 ノ義者東ハ尾根通 り西 ハ川筋貴殿
山境北ハ野 山境

あなが沢大 ほ ら

一
、苅敷山 境 ノ儀者 東ハ尾根6野 山境 出迄

西 ハ源之丞 苅敷 山境6沢 通 り北ハ
尾根通 り南 ハ川切
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たらの沢

一、苅敷山 境ノ儀 者 ドハた らの角切上ハ とい くぼ境
み称切

龍之沢原 山

一、苅敷山 境ノ儀 者東ハ 尾根切西ハ沢おた ら山
境南 ハ角方迄 二御座候

右之通阿 ら倉不残 た らの沢龍の沢 二而弐ケ所堺相改質流 二譲渡為比戌金何拾両槌 二受取里 方へ遣 シ右之 山

請戻 し此度為 増金拾弐両弐文也〆何拾両槌二受取申処実証 也然ル上者此末々貴殿御 自由二被成此方親類 ハ

不及申脇々6少 も構無御座若六 ケ敷成出来致候ハハ請人 何方迄 も罷 出急度婚明貴殿へ少 も御苦労相掛 申間

敷為後 日傍 而如件

譲 り人

三五郎

文政十二年丑 三月 日 忠蔵

四郎左衛門

正 蔵殿

注1)大 久保文 書(3-14-1)

2)蟹 沢家文 書

3)大 久保文書(3-14-1)

4)大 久保文書(3-14-1)

5)蟹 沢家文書

6)蟹 沢家文書

お わ り に

以 上,資 料 提 供 と して は不 備 な 内 容 に 終 った が,刈 敷 と秣 草 を 中 心 と した 手 良郷 の 林野 利 用 の

実 態 の一 端 は明 らか に し得 た と考 え て い る 。林 野 の 「所 持 」 の 性 格 にっ い て の 考察 は,今 しば ら

く資 料 を重 ねて か ら行 な い た い 。

末 尾 な が ら,心 良 く資 料 を 提 供 して い た だ い た上 伊 那 郷 土 館 な らび に,荒 井糸 枝,蟹 沢 寿 子,

登 内 利 子,三 沢 久 男 の諸 氏 に 感 謝 した い 。 ま た,信 州 大 学 森林 経理 学研 究 室 の 高橋 祐 吉 氏 には 資

料 収 集 に あた って 多 大 な 御 援 助 を い た だ い た 。

な お,京 都 大 学文 学 部 国史 学 研 究 室 の今 谷 明 氏 な ら びに農 学 部農 林 経 済 学 科 大 学 院 蟹 井 潔 氏 に

は資 料 の読 み方 を は じめ と して 多大 の教 示 を 得 た こ とを 記 して感 謝 の意 を表 した い。

Résumé

 1. Though the Tera villages are included to the famous forestry region  Ina (Nagano 
 Prefecture), their inhabitants used the forest lands generally as the grass cutting area. 

In Tokugawa era they were governed directly by Shogunate. 
 2. Concerning to the forest lands around the Tera villages, we can find two types of 

ownership. Some lands were commonly owned and used (so-called Iriai) by six  com-
munities, three of which belonged to the Tera villages, and the rest elsewhere. Other 
lands named Uchiyama  were privately possessed, but the proprietorship was not exclusive, 
for the village inhabitants could cut the grass based on their right of common only after 
summer. 

 3. According to the analysis of the ancient documents, I have introduced an event, 
where two communities tried to exclude the common use of another community. From 
the documents we can see that the right of common upon Uchiyama was in fact authorized
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by the governer. 
  4. I have noted another event, where a community wanted to restore the privately 

possessed parcels, which had been once sold over from the village inhabitants to an absentee 
landowner, and appealed to the court. It means that the ownership of the forest land 

was not absolute, and sometimes might be controlled by the community.


